
新型コロナウイルスに関する経営相談について 

■経済産業省の支援策「新型コロナウィルス感染症関連」 

新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者のみなさまにご活用いただける支援策のパンプレットは 

コチラをご覧ください。経済産業省新型コロナウィルス感染症関連のパンフレット 

■公的融資制度 

1、日本政策金融公庫 

「新型コロナウィルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付」 

ご利用いただける方 新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来して

おり、次のいずれにも該当する旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方 

（1）最近 1 ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して 10％以上減少しており、

かつ、今後も売上高の減少が見込まれること 

（2）中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること 

資金のお使いみち 経営を安定させるために必要な運転資金 

融資限度額 別枠 1,000 万円（旅館業を営む方は、別枠 3,000 万円） 

融資期間 

（うち据置期間） 

7 年以内（2 年以内） 

利率 基準利率。 

ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、特別利率 C

（基準利率－0.9％) 

取扱期間 令和 2 年 2 月 21 日（金）から令和 2 年 8 月 31 日（月）まで 

お申込みに必要な書

類 

ご利用にあたっては、「新型コロナウイルス感染症の発生による影響に関する確認資料」

のほかに、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、生活衛生

同業組合の長が発行する「振興事業に係る資金証明書」が必要となります。 

 ※詳細については、日本政策金融公庫のホームページをご覧ください。日本政策金融公庫相談窓口のご案内 

2、福岡県 

「緊急経済対策資金（セーフティネット保証 4 号）」 

融資対象者 市町村から新型コロナウィルス感染症に係るセーフティネット保証 4 号の認定を受けた県
内中小企業者    

融資限度額 1 億円 

金利 1.3％ 

保証率 0％ 

融資期間 10 年以内 

資金使途 運転・設備資金 

受付機関 商工会議所、商工会、指定金融機関 

 ※詳細については、福岡県のホームページをご覧ください。福岡県中小企業融資制度のご案内 
 
みやま市の認定について 

認定対象者 1、みやま市において 1 年以上継続して事業を行っていること。 
2、新型コロナウィルス感染症に起因して、原則として最近 1 か月間の売上高等が前年同月
に比して、20％以上減少しており、かつ、その後 2 か月を含む 3 か月の売上高等が前年同
期に比して 20％以上減少することが見込まれること。 

保証割合・限度額 100％保証（一般保証と別枠で利用可能） 
保証限度額：8 千万円（無担保）、2 億円（有担保） 

申請先 みやま市環境経済部商工観光課（受付時間:平日 8:30～17:00） 
みやま市瀬高町小川 5 番地 

※詳細については、みやま市のホームページをご覧ください。みやま市セーフティネット保証 4 号の認定について 
 
■雇用調整助成金について新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例が実施されます。※詳細
については、厚生労働省のホームページをご覧ください。厚生労働省雇用調整助成金のご案内  

 

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
https://www.jfc.go.jp/
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/r1yuushiseidoannnai.html
http://www.city.miyama.lg.jp/info/prev.asp?fol_id=22763
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

